コンソーシアム協定書

本協定書は、下記の構成団体（以下「構成団体」という。）が共同して事業を実施するために設立するコンソーシアム（以下「本コンソーシアム」という。）の基本事項を定めることを目的として締結する。

第1条（目的）
本協定は、構成団体が相互に協力し、別途定める業務委託契約又は助成事業（以下「本事業」という。）を円滑かつ適正に実施するため、本コンソーシアムの運営、役割分担及び責任関係の基本事項を定めることを目的とする。

第2条（名称）
本コンソーシアムの名称は、以下のとおりとする。
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第3条（幹事社）
1　本コンソーシアムは、構成団体の互選により、構成団体の中から幹事社を1社定める。
幹事社：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2　幹事社は、本コンソーシアムを代表し、次の業務を行う。
（1）本事業に関する契約の締結
（2）構成団体間の連絡調整
（3）助成金その他資金の受領及び支払
（4）事業に係る書類管理及び事務局機能
（5）助成団体又は発注者との窓口業務
3　幹事社は、本条の業務を適正に遂行するため、構成団体と協議のうえ必要な事務について、構成団体間で業務の分担をすることができる。

第4条（構成団体）
本コンソーシアムの構成団体は、別紙「構成団体一覧」に記載の団体とする。

第5条（成立及び存続期間）
1　本コンソーシアムは、本協定書に全構成団体が記名押印した日をもって成立する。
2　本コンソーシアムは、本事業が完了し、精算及び必要な報告が終了した時点で解散する。

第6条（意思決定）
1　本コンソーシアムに関する重要事項は、構成団体の協議により決定する。
2　前項の決定は、原則として構成団体の合意によるものとする。
3　軽微な事項については、幹事社が構成団体と協議のうえ処理することができる。

第7条（業務分担）
1　本事業における構成団体ごとの主な役割分担は、別紙「業務分担表」に定める。
2　業務分担は、構成団体間の協議により変更することができる。

第8条（費用及び収支）
1　本事業に係る助成金その他の収入及び支出は、本コンソーシアムの資金として一元的に管理する。
2　本事業に係る資金の管理は、原則として幹事社名義の口座において行うものとする。
3　幹事社は、当該資金を本コンソーシアムの資金として分別管理し、本協定及び助成条件に従い適正に管理するものとする。
4　本コンソーシアムは、本事業の円滑な実施のため、構成団体に対し、業務の全部又は一部を委託することができる。
5　本コンソーシアムは、構成団体への業務委託が特定の構成団体に不当な利益を与えることとならないよう、内容及び金額の妥当性について事前に確認するものとする。

第9条（責任の範囲）
1　本事業の対外的な責任については、法令に別段の定めがある場合を除き、構成団体が連帯して責任を負うものとする。
2　構成団体の責めに帰すべき事由により本コンソーシアム又は第三者に損害が生じた場合は、当該構成団体がその責任を負う。
3　前項の責任の範囲は、原則として各構成団体の業務分担に応じて判断されるものとする。

第10条（助成金の使途及び返還）
1　本コンソーシアムは、本事業に係る助成金について、募集要項、採択者向け説明会資料、その他助成団体が定める条件に従い、当該事業目的の範囲内でのみ使用するものとする。
2　助成金が前項の条件に違反して使用された場合、又は助成団体から返還を求められた場合には、本コンソーシアムは、幹事社を通じて助成団体に対し当該助成金の返還義務を負うものとする。
3　前項の場合において、返還の原因が特定の構成団体の責めに帰すべき事由によるときは、当該構成団体は、本コンソーシアムに生じた損失を補償するものとする。

第11条（脱退及び加入）
1　本事業の実施期間中における構成団体の脱退又は新たな構成団体の加入は、構成団体全員の書面による同意を必要とする。
2　脱退又は加入があった場合の業務分担及び費用負担については、構成団体間の協議により定める。

第12条（秘密保持）
構成団体は、本事業に関連して知り得た秘密情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
ただし、法令に基づく開示要求又は助成・監査に必要な範囲での開示は、この限りではない。

第13条（協定書の変更）
本協定書の内容を変更する場合は、構成団体全員の書面による合意をもって行う。

第14条（協議事項）
本協定書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、構成団体間で誠意をもって協議し解決する。

第15条（管轄裁判所）
本協定に関して生じた紛争については、幹事社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（協定書の作成）
本協定書は、同一内容のものを構成団体数分作成し、各構成団体が記名押印のうえ、各1通を保有する。

　　　　年　　月　　日

構成団体1（幹事社）
所在地：
名称：　　　　　　　　　　　　　　　　印
代表者職氏名：

構成団体2
所在地：
名称：　　　　　　　　　　　　　　　　印
代表者職氏名：

（以下必要に応じて追加）


別紙　構成団体一覧、業務分担表
	構成団体名
	分担業務

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



